


〔参考〕 

〔参考〕 

〔参考〕 

 

目  次 
 

三里まちづくり協議会設立総会次第・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

三里まちづくり協議会設立までの経過報告・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

 

第１号議案 

三里まちづくり協議会規約（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４ 

三里まちづくり協議会規約の施行に関する規程（案）・・・・・・・・ １０ 

三里まちづくり協議会組織体制（案）・・・・・・・・・・・・・・・   １１ 

三里まちづくり協議会代議員名簿・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２ 

 

第２号議案 

三里まちづくり協議会役員（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・  １３ 

   

第３号議案 

三里まちづくりプラン【計画】（案）・・・・・・・・・・・・・・・・ １４ 

 

第４号議案 

平成 30年度三里まちづくり協議会事業計画（案）・・・・・・・・・ １５ 

 

第５号議案 

平成 30年度三里まちづくり協議会収支予算（案）・・・・・・・・・・ １６ 



三里まちづくり協議会 設立総会 次第 
 

１．開会 

 

２．三里まちづくり協議会設立準備会代表あいさつ 

 

３．来賓祝辞 

   小 城 市 長 江里口 秀次 様 

   小城市議会議長 中島  正之 様 

   佐賀県議会議員 藤木 卓一郎 様 

   佐賀県議会議員 池田  正恭 様 

 

４．来賓紹介 

 

５．報告事項 

三里まちづくり協議会設立までの経過報告 

    

６．資格審査報告 

 

７．議長及び議事録署名人の選出 

 

８．議事 

（１）第１号議案 三里まちづくり協議会規約（案）について 

（２）第２号議案 三里まちづくり協議会役員（案）について 

（３）第３号議案 三里まちづくりプラン【計画】（案）について 

（４）第４号議案 平成 30 年度三里まちづくり協議会事業計画（案）について 

（５）第５号議案 平成 30 年度三里まちづくり協議会収支予算（案）について 

（６）その他 

 

９．議長退任 

 

10.三里まちづくり協議会看板除幕 

 

11．閉会 

 

 

～～～～～～～～～～～～  休    憩  ～～～～～～～～～～～～ 

 

まちづくり講演会 

 演題 「豊かな大地と海を活かし、新たな価値をつくる」 

 講師 伊万里市波多津公民館 前館長 

    NPO 法人まちづくり波多津 事務局長 小杉道久氏 
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        三里まちづくり協議会設立までの経過報告 
                             

 平成 30年６月 3日現在 

《 》は参加者数 

 

年月日 内 容 

平成 

28 年 11 月 6 日 将来に備えることをみんなで考えよう!!（ワークショップ）《48人》 

平成 

29 年 

２月 21 日 
三里のまちづくりを考える勉強会《31人》 

まちづくりアンケート実施 … 回収数 425件  回収率 53.4% 

３月 28 日 準備会立上げに向けた会議①《８人》 

４月 13 日 準備会立上げに向けた会議②《10人》 

５月 
18 日 

31 日 

準備会立上げに向けた会議③《９人》 

準備会立上げに向けた会議④《５人》 

６月 14 日 準備会立上げ①《32人》 

７月 23 日 まちづくりワークショップ①《75人》 

８月 
9 日 

23 日 

準備会②《25人》 

準備会③《20人》 

９月 10 日 まちづくりワークシッョプ②《39人》 

10 月 4 日 準備会④《22人》 

11 月 
8 日 

26 日 

準備会⑤《16人》 

まちづくりワークショップ③《49人》 

12 月 20 日 準備会⑥《17人》 

平成 

30 年 

１月 
9 日 協議会立上げに向けた会議⑤《10人》 

17 日 準備会⑦《23人》 

２月 
15 日 

21 日 

協議会立上げに向けた会議⑥《７人》 

準備会⑧《21人》 

３月 

7 日 

14 日 

25 日 

協議会立上げに向けた会議⑦《６人》 

準備会⑨《22人》 

これからの三里まちづくりのための報告会＆地域づくり講演会 

４月 18 日 準備会⑩《29人》 

４月 25 日 役員会①《8人》 

５月 8 日 準備会⑪《28人》 

５月 16 日 役員会②《10人》 

６月 3 日 三里まちづくり協議会設立 

まちづくり協議会設立準備会 

区長、各種団体の代表等計 39 人で

組織。まちづくりワークショップで

出された意見について整理・まとめ

を行う。 

まちづくりワークショップ 

区長ほか各種団体、地域住民、地区

担当職員（市役所職員）へ参加を呼

びかけて開催。さまざまな立場の

人々が集まって、自由に意見を出し

合う場です。 

 
経過報告 
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平成 29 年 6 月 14日 第 1回三里まちづくり協議会設立準備会 

平成 29 年 7 月 23日 第 1回まちづくりワークショップ 

平成 29 年 9 月 10日 第 2回まちづくりワークショップ 

平成 29 年 11 月 26日 第 3回まちづくりワークショップ 
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三里まちづくり協議会規約（案）  

 

（名称） 

第１条 本会は、三里まちづくり協議会（以下「協議会」という。）という。

（目的） 

第２条 協議会は、三里地区における共通の課題の解決を図り、人と人とのつ

ながりを大切にし、誰もが地域への愛着と誇りを持ち、魅力ある住みよいまち

づくりを推進することを目的とし、自主的・主体的に地域自治の活動を行うも

のとする。 

（区域） 

第３条 協議会の地区の区域は、別表1のとおりとする。 

（事業） 

第４条 協議会は、第２条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

(１) 地域住民相互の情報交換並びに交流・親睦に関すること。 

(２) 地域活性化に関すること。 

(３) 健康・福祉に関すること。 

(４) 生活環境の保全に関すること。 

(５) 地域の防災・防火及び防犯に関すること。 

(６) 自治会活動との連携に関すること。 

(７) 郷土芸能の保存と継承に関すること。 

  (８) 青少年の健全育成に関すること。 

  (９) 生涯学習・文化・スポーツの推進に関すること。 

(10) その他目的達成のために必要な事業 

（構成員） 

第５条 協議会の構成員は次に掲げる者とする。 

(１) 地区内に居住する者 

(２) 地区内で活動する各種団体等に属する者 

(３) 地区内で事業を営む者又は地区内に在する事業所に勤務する者 

(４)  その他会長が必要と認める者 

（組織） 

第６条 協議会は、総会、運営委員会及び部会により構成する。  

 
第１号議案 
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２ 協議会に事務局を置く。 

（役員） 

第７条 協議会に、次の役員を置く。 

(１) 会 長 １名 

(２) 副 会 長 ２名 

(３) 事務局長 １名 

(４) 会 計 １名 

(５)  監 事 ２名 

(６) 部 会 長 ３名 

２ 部会長を除く協議会の役員は、総会の承認を得て、決定する。 

（役員の職務） 

第８条 役員の職務は、次のとおりとする。 

(１) 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。 

(２) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理す

る。 

(３) 事務局長は、協議会の事務処理を総括する。 

(４) 会計は、協議会の会計を処理する。 

(５) 監事は、協議会の会計及び事業の監査を行う。 

(６) 部会長は、担当する部を統括し、事業の企画・運営を行う。 

（役員の任期） 

第９条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 欠員により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（相談役） 

第10条 協議会は、必要に応じて相談役を置くことができる。 

２ 相談役は運営委員会において選出し、会長が選任する。 

（総会） 

第11条 総会は、協議会の最高議決機関であり、本規約に定める事項のほか、

協議会の目的を達成するために必要な事項を審議決定する。 

２ 総会は、代議員制とし、役員、相談役及び別表２に掲げる協議会を構成す

る各種団体、事業所等から推薦された者(以下「代議員」という。)をもって構

成する。 
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３ 総会は、通常総会及び臨時総会とし、会長が招集する。 

４ 通常総会は、毎年度１回開催し、臨時総会は、会長が必要と認めたとき又

は代議員の３分の１以上の請求があった場合に開催するものとする。 

５ 総会の議長は、総会において出席した代議員の中から選出する。 

６ 総会は、委任状を含めた代議員の２分の１以上の出席により成立するもの

とする。 

７ 総会の議事は、出席した代議員の過半数で議決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。 

８ 総会は次の各号に掲げる事項を審議する。 

(１) まちづくり計画の策定や見直しに関すること。 

(２) 規約の制定及び改正に関すること。  

(３) 事業計画及び事業報告に関すること。 

(４) 収支予算及び収支決算に関すること。 

(５) 役員の選任及び解任に関すること。 

(６) その他重要事項に関すること。 

９ 総会の議事については、議事録を作成し、議長及び出席した代議員の中か

ら選任した議事録署名人２名が署名押印する。 

（総会の公開） 

第12条 総会は、公開を原則とする。 

２ 構成員は、総会を傍聴することができる。その場合は、傍聴者は総会にお

ける議決権は有しないが、意見等を述べることはできる。 

（運営委員会） 

第13条 運営委員会は、総会に付議する事項及び協議会の運営に関する事項を

審議決定する。 

２ 運営委員会は、会長、副会長、事務局長、会計、部会長により構成し、会

長が必要に応じ招集し、議長となる。 

３ 運営委員会は、運営委員会を構成する役員の２分の１以上の出席により成

立する。 

（部会） 

第14条 部会は、総会で決定された方針に基づき事業を実施するものとし、次

の部会を置く。 

6 



 (1) ふれあい部会 

 (2) いきいき部会 

 (3) きずな部会 

２ 部会は、三里地区で活動する各種団体、事業所等及び構成員より選出され

た者で構成する。 

３ 部会には、部会長及び副部会長を置く。 

４ 部会長及び副部会長は、部会員の中から選出する。 

５ 部会長は、部会を代表し、会務を総括する。 

６ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長が事故その他やむをえない事情によ

り職務を遂行できないときは、その職務を代行する。 

７ 部会長及び副部会長の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

８ 欠員により選出された部会長及び副部会長の任期は、前任者の残任期間と

する。 

９ 部会長及び副部会長は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任す

るまでの間はその職務を行わなければならない。 

10 部会は、必要に応じて部会長が招集し、事業の実施のほか、事業計画及び

予算、実績報告及び決算等について協議を行う。 

（会計） 

第15条 協議会の運営等に係る経費は、各地区の負担金(戸数割)、補助金、寄

付金及びその他の収入をもって充てる。 

２ 協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

３ 年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総

会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準にして収支

することができるものとする。 

（監査） 

第16条 会長は、事業年度終了後、事業報告書、収支決算書を作成して会計帳

簿とともに監事に提出し、その監査を受けなければならない。 

２ 監事は前項の書類を受領したときは、これを監査し、その結果を総会で報

告する。 

（書類及び帳簿の整備） 

第17条 協議会は事業実施に係る書類、収入及び支出に関する証拠書類並びに
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帳簿等活動に関する書類を整備する。 

（個人情報保護の取扱い） 

第18条 協議会が各種事業を執行するために集めた個人情報の取得、利用、提

供及び管理については、適正に運用するものとする。 

（その他) 

第19条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会

長が運営委員会に諮り、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規約は、平成30年６月３日から施行する。 

（会計年度） 

２ 平成30年度に限り、会計年度は施行の日から翌年３月31日までとする。 

 （まちづくり協議会設立時の役員等の任期） 

３ 第９条第１項の規定にかかわらず、まちづくり協議会設立時の役員の任期

は平成32年度に後任者が就任するまでとする。また、第14条第７項の規定に

かかわらず、まちづくり協議会設立時の部会長及び副部会長の任期は平成32

年度に後任者が就任するまでとする。 

 

別表１（第３条関係） 

地区の区域 

小城町池上 西川 山崎 上右原 下右原 門前 小島 下久須 牛尾  

小城町栗原 峰 小隈 坂井 湯谷 

小城町船田 大江 船田 久蘇  

小城町畑田 轡ヶ里  
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別表２（第11条関係） 

三里まちづくり協議会を構成する各種団体、事業所等 代議員数（名以内） 

１区 

湯谷 １ 

上右原 １ 

下右原 １ 

山崎 １ 

２区 

牛尾 １ 

小島 １ 

下久須 １ 

門前 １ 

３区 

久蘇 １ 

轡ヶ里 １ 

船田 １ 

大江 １ 

４区 

西川 １ 

坂井 １ 

小隈 １ 

峰 １ 

三里小学校育友会 ２ 

三里校区青少年育成会 ２ 

小城市消防団小城第４分団 ２ 

小城市民生委員・児童委員連絡協議会（三里地区担当） ２ 

小城地区交通安全協会小城支部（三里地区担当） １ 

三里生産組合協議会（米麦） ２ 

三里生産組合協議会 梅部会 １ 

三里生産組合協議会 梨部会 １ 

三里生産組合協議会 蜜柑部会 １ 

三里生産組合協議会 苺部会 １ 

三里女性部 ２ 

三里シルバー会【仮称】  

ふるさと・夢つむぎネットワーク １ 

NPO法人佐賀県放課後児童クラブ連絡会 １ 

三里小学校 １ 

三里保育園 １ 
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三里まちづくり協議会規約の施行に関する規程（案） 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、三里まちづくり協議会の運営に関して必要な事項を定め

るものである。 

（役員手当） 

第２条 規約第７条の役員の手当額は次のとおりとする。 

役職 役員手当年額 備考 

会長 30,000円 １名 

副会長 10,000円 ２名 

事務局長 20,000円 １名 

会計 10,000円 １名 

監事 5,000円 ２名 

部会長 20,000円 ３名 

（各地区の負担金） 

第３条 規約第15条第１項の協議会の運営等に係る経費のうち各地区の負担金

(戸数割)は、一戸あたり600円とする。 

 附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成30年６月３日から施行する。 

 
第１号議案〔参考〕 
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三里まちづくり協議会 組織体制 (案) 

 

 【総会】 
  

  

【運営委員会】 
  

  

【部会】 
  

  

《役員》 

 ・会長      ・副会長(２名)      ・事務局長 

・会計      ・部会長(３名)      (監事を除く) 

《代議員》 

 

 

 

 

 

・協議会を構成する団体等から推薦された者 

《相談役》 

 

 

 

 

 

 

 

・三里地区で活動する各種団体、事業所等及び構成員より選出された者 

《構成員》 
 ・地区内に居住する者 

・地区内で活動する各種団体等に属する者 

・地区内で事業を営む者又は地区内に在する事業所に勤務する者 

・その他会長が必要と認める者 

＊総会を傍聴することができる。総会においては議決権は有しないが、意見等を述べることはできる。 

《役員》 

 ・会長      ・副会長(２名)      ・事務局長 

・会計      ・部会長(３名)  

＊通常総会(年 1回)、臨時総会(会長が必要と認めたとき) 

＊会長が必要に応じて招集 

＊部会長が必要に応じて招集 

監事 

① まちづくり計画の策定や見直し 

② 規約の制定及び改正 

③ 事業計画及び事業報告 

④ 収支予算及び収支決算 

⑤ 役員の選任及び解任 

⑥ その他重要事項に関することを審議 

総会に付議する事項及び協議会の運営に関する事項を審議決定 

総会で決定された方針に基づき事業を実施 

事務局 

＋ 

 
区長会 

小学校育友会 
青少年育成会 

民生委員・児童委員 
生産組合協議会（米麦） 

梅部会  梨部会 
蜜柑部会  苺部会 

女性部 
シルバー会【仮称】 
夢つむぎネットワーク 

ふれあい部会 

 
区長会 

小学校育友会 
青少年育成会 

民生委員・児童委員 
女性部 

シルバー会【仮称】 
放課後児童クラブ連絡会 

小学校 
保育園 

 

 
区長会 

小学校育友会 
青少年育成会 

民生委員・児童委員 
消防団 

交通安全協会 
女性部 

 
 
 

いきいき部会 きずな部会 
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氏名 備考

湯谷 御厨　和彦

上右原 樋口　賢二

下右原 國信　敬昭

山崎

牛尾 福地　啓二

小島 宮原　英敏

下久須 横曽根　雅仁

門前 円城寺　晴秀

久蘇 下村　一寿

轡ヶ里 岡山　亨

船田 鍵山　照美

大江 馬渡　万和

西川 山﨑　直幸

坂井 馬場　宏晃

小隈 江頭　宏

峰 堤　茂徳

山﨑　剛志

田中丸　尚子

南　佳郎

下村　一寿

南　耕治

諸岡　賢治

三根　秀夫

下野　聡

川久保　悟

田中　義篤

三里生産組合協議会　梅部会 岸川　一男

森永　忠光

三里生産組合協議会　蜜柑部会 樋口　博

三里生産組合協議会　苺部会 江島　和宏

中島　サワ子

吉田　静江

西岡　明樂

石橋　裕子

武富　秀之

村岡　知子

小城市民生委員・児童委員連絡協議会
（三里地区担当）

小城地区交通安全協会小城支部
（三里地区担当）

三里生産組合協議会（米麦）

三里まちづくり協議会　代議員名簿

三里校区青少年育成会

構成する各種団体、事業所等

三里生産組合協議会　梨部会

三里保育園

1区

2区

3区

4区

三里小学校育友会

小城市消防団小城４分団

三里女性部

三里シルバー会【仮称】

ふるさと・夢つむぎネットワーク

NPO法人佐賀県放課後児童クラブ連絡会

三里小学校
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三里まちづくり協議会役員（案） 

 

役 職 氏 名 所属団体等 

会長 富永 正樹 前三里振興会 

副会長 

木下 隆和 三里校区区長会 

金林 貴美子 三里校区区長会 

事務局長 貝原 啓之 民生委員・児童委員連絡協議会 

会計 國信 幸一 前三里振興会 

監事 

吉田 静江 小城町地域婦人会 

鍵山 均 元三里校区区長会 

部会長 

馬場 浩一 
【ふれあい部会】 

前三里校区区長会 

野口 豊秋 
【いきいき部会】 

前三里校区区長会 

 章德 
【きずな部会】 

小城市消防団小城第４分団 
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趣味や特技・能力を活かし、     
一人ひとりが輝く三里にしよう 

☆彡三里独自の人材を活かした人材バンクをつくる 

取組①今まで培った技術の持ち主を探す 
取組②各種ものづくりの場を広げる 

三里ににぎわい、生活のはりを 
取り戻し、世代間のつながりを 

強くしよう 

☆彡お金をかけずにみんなが楽しく交流する場をつくる 

取組①フリーマーケットを開催する 
取組②ピクニックを兼ねた三里ウォークを開催する 
取組③農業を活かし６次化を進める 

三里を大切に思う気持ちを醸成しよう 

 
☆彡地域を学ぶ 

取組①神社仏閣等を調査して資料にまとめる 
取組②地域だけでなく公的機関、企業などを巻き込んで三里の歴史を調査する 
取組③地域を学んで三里を語れる人をつくる 

風景・行事を大切にしてにぎわいを 
つくっていこう 

☆彡三里の風景を守る気持ちを育てる 

☆彡祭を盛りあげ、祭を創っていく 

取組①史跡などをきれいにして周辺の保全整備をする 
取組②三里には神社や祠が多いので子どもたちと一緒に調査していく 
取組③ネットや動画を配信して祭のことを広く知らせる 
取組④地域の祭を継続していけるようにする 

お互いの集落と助け合い、支え合う 
三里をつくろう 

 
☆彡自然災害を想定した準備をする 

取組①非常時の声かけの段取りをつくる 
取組②地域同士で連携がとれるようにする 
取組③地域ぐるみの防災訓練を実施する 

誰もが災害時にけがをしないように、 
地域内の情報を共有し、人災ゼロを 

目指そう 

☆彡災害の危険情報の共有と更新を進める 

取組①地域の人しか知らない危険箇所を載せた校区危険マップをつくり共有する 
取組②過去の災害や避難情報を集める 
取組③更新した情報は地域・集落で説明会を開催して周知する 

地域の安全のための環境整備をしよう 
☆彡日頃の安全を考えていく 

取組①環境整備のため除草作業を実施する 
取組②危険箇所の表示をする 

高齢者が集えるふれあいサロンを 
つくり、みんな健康で豊かにすごそう 

☆彡今日行く所がある、今日用がある毎日づくりをする 

☆彡非常時の対応、病気等への対応など、地域で介護予防を進める 

取組①独居高齢者等の定期的な見守りを始める 
取組②高齢者の趣味などを活かせる寄りどころをつくる 
取組③校区全体で介護予防を考えていく 
取組④地域で高齢者施設を招致する話を進める 

三里の人みんなが、子育て応援隊  
になろう 

☆彡子育てしやすいまちづくりを進める 

取組①通学路などは安心できるのか点検をする 
取組②子どもが楽しく集まれる場をつくる 
取組③三里っ子を活用して情報発信を広げる 

若者に魅力ある三里にしていこう 

 
☆彡地域交流の活発化を進める 

取組①各行事の共有化を進める 
取組②コミュニティカフェをつくり、地域交流の活発化を進める 
取組③婚活パーティーを開催する 

 

人
が
つ
ど
い
、 

 

笑
顔
あ
ふ
れ
活
力
あ
る
ま
ち
、
三
里

いざという時も、いつもの
毎日も安全で安心できる
環境を整えていきます 

 めざす姿 三里をつくる３つの部会 部会の活動の柱とそのための取組（取組の番号は優先順位をあらわしています） 

Mみんなで Iいち役 Sサークルになり A 明るい未来を T 共に O 大きな三里を創ろう 

1年にわたり、みんなで話し、み

んなで選びぬいた目標と取り組

み案ができました。さあ、今度は

このプラン案を実行する時です。

次のステップに向けて、みんなで

ジャンプしましょう！ 

三里まちづくりプラン【計画】（案） 

きずな 
部会 

いきいき
部会 

ふれあい
部会 

◆お互いの地区と助け合い、
支え合って、誰もがけがを
しない三里をつくろう 

◆高齢者がはりあいと安心
を感じながら、つながって
いける三里にしよう 

◆三里の人みんなが子育て
応援隊になり、若い世代に
魅力を発信していこう 

◆趣味や特技・能力を活かし
ながら、一人ひとりが輝い
てにぎわいをつくろう 

◆この風景・行事を大切にし
て、三里を大切に思う気持
ちを醸成しよう 
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6月3日 三里まちづくり協議会 上旬頃 部会会議
設立総会 （年間予定調整）

下旬頃 運営委員会 6/26(火） 部会会議
19：30～

中旬頃 部会会議
（年間予定）

下旬頃 運営委員会 小城祗園祭

上旬頃 部会会議
（災害弱者の把握等）

消防団夏季訓練

下旬頃 部会会議 下旬頃 防災マップづくり準備
（資料収集等）

中旬頃 部会会議 鏡神社燈つけ祭り
（人材バンクの作り方）

下旬頃 運営委員会 三里校区運動会

上旬頃 部会会議 小城町民運動会
（危険個所の把握）

中旬頃 危険個所の点検整備 牛尾神社秋季大祭
（除草等） （おくんち）

下旬頃 協議会だより発行 下旬頃 部会会議

中旬頃 部会会議
（史跡等情報収集

下旬頃 運営委員会 のまとめ）

上旬頃 部会会議
（防災マップ作成）

下旬頃 部会会議

消防団出初式

中旬頃 部会会議 イベントの開催

下旬頃 運営委員会

上旬頃 部会会議
（防災マップ仕上げ）

下旬頃 部会会議

上旬頃 運営委員会 上旬頃 部会会議 牛尾梅まつり
（来年度の予定調整） （実行委員会で行う）

中旬頃 部会会議
（お知らせの配布）

下旬頃 協議会だより発行

６月

７月

８月

事　業　内　容　等

平成30年度　三里まちづくり協議会事業計画（案）

時期

４月

５月

備　考
全体 ふれあい部会 いきいき部会 きずな部会

小学校ふるさと食の
日参加

青少健グランドゴル
フ参加

３月

（史跡･神社・祠等
の発見、情報収集）

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

（史跡等情報の報告
・お知らせ等の作
成）
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平成 30 年度 三里まちづくり協議会収支予算（案） 
 

【収入】                             （単位：円） 

項 目 予算額 備考 

三里振興会精算金 240,600 H30 戸数割 600 円×400 戸+利息 

補助金 300,000 小城市地域のまちづくり事業補助金  

その他収入 3,000  

   

雑収入 400 利息等 

合 計 544,000  

 

【支出】                              （単位：円） 

部会名等 

 事業名・費目等 予算額 内容 

事務局費 

 役員手当【補助対象外】 150,000 
30,000 円×1 名、10,000 円×2 名、20,000 円×1 名、 

10,000 円×1 名、5,000 円×2 名、20,000 円×3 名 

需用費 145,000 

協議会だより 10,000 円×2 回=20,000 円 
のぼり旗 3,000 円×20 枚=60,000 円 
お茶 90 円×10 本×7 回=6,300 円（事務局） 

90 円×20 本×3 部会×6 回=32,400 円（部会） 
インク・用紙 等   26,300 円 

需用費【補助対象外】 31,000 協議会会長印 等 

役務費（郵送料） 6,200 ハガキ代 62 円×100 枚 

役務費（保険代） 32,000 イベント保険 

備品購入費 50,000 プリンター 等 

予備費【補助対象外】 6,800  

小計 421,000  

ふれあい部会 

 需用費 37,900 
三里人材バンク登録経費 
史跡、神社、祠情報収集経費 等 

役務費（郵送料） 3,100 ハガキ代 62 円×50 枚 

小計 41,000  

いきいき部会 

 需用費 37,900 交流イベント開催経費 等 

役務費（郵送料） 3,100 ハガキ代 62 円×50 枚 

小計 41,000  

きずな部会 

 需用費 27,900 
環境整備草刈り機の刃、燃料 
防災マップ作成 等 

使用料 10,000 環境整備草刈り機借用料 

役務費（郵送料） 3,100 ハガキ代 62 円×50 枚 

小計 41,000  

合 計 544,000  
 

 

第５号議案 

16 



 ち く 講 ま づ り 演 会 
「豊かな大地と海を活かし、 

新たな価値を創る」 

講師 小杉
こ す ぎ

 道久
みちひさ

氏 

三里まちづくり協議会 

講師プロフィール 
 
 

平成 17 年３月に伊万里中学校校長を退任後、４月から伊万

里市波多津公民館長に就任。平成 17 年度から 29 年度までの

13 年間、波多津公民館長を歴任し、その間、波多津町のまちづ

くりの諸事業をはじめとして、コミュニティバスの運行、小学校の

統合、本年 3 月 21 日に落成した波多津町コミュニティセンター

の建設等に尽力。 

現在、平成 30年度から発足したNPO法人「まちづくり波多津」

の事務局長に就任。 
 
※ＮＰＯ法人「まちづくり波多津」の前身である「波多津町まちづくり運営協議
会」は、平成 28年に豊かなむらづくり全国表彰で九州農政局長賞を受賞。 

メモ 
 
 


